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⑦ 市街地における自動車単体騒音の実態について 
 
 

環境研究領域   ※宝渦 寛之  坂本 一朗  熊澤 保子 
 
 

１．はじめに 
自動車単体騒音に関する規制については、我が国で

は、新型自動車の加速走行試験法（TRIAS30）が昭

和 46 年に導入されている。TRIAS30 については、

その規制値は漸次的に規制強化が行われ、規制導入当

初と現在で比較をすると、例えば大型車では 11dB、
二輪車では13dBの引き下げが行われている。これは、

エネルギーベースで考えると、自動車から発せられる

騒音が 1/10 以下となったことを示している。一方、

道路交通騒音については、1971 年に、騒音に係る環

境基準に道路に面する地域について規定されている

（1998 年に改訂）。環境基準については、近年では、

改善の兆しが見えるものの、調査開始以来、長らく横

ばい傾向にあった。本稿では、認証試験における騒音

規制強化が道路交通騒音に与える影響を調べるべく、

1998～2001 年に改められた現行の規制値に対応した

車が十分に普及したと考えられる2008～2010年にか

けて、道路交通騒音の測定を行った。得られた結果を

現行規制前のデータと比較し、規制の効果を検証し

た。 
 

２．測定概要および解析方法 
市街地での車両単体から発せられる騒音を測定す

べく、国土交通省の全国道路・街路交通情勢調査を参

考に、これらの資料おいにて環境基準を超過する三箇

所（国道 16 号：柏市、山手通り：目黒区、府中街道：

小平市）において測定を実施した。測定は、いずれの

区間においても、車両が定常走行をしていると考えら

れる交差点から離れた区間において行った。測定の様

子を図 1 に示す。測定は、騒音測定と同時に、ビデオ

カメラによる撮影を行った。また、図にあるように、

路上にガムテープにて一定間隔をマーキングし、その

間の通過に掛かる時間（ビデオのコマ数）を求めるこ

とにより、マイクロホン手前での通過速度を算出し

た。解析対象とした車両は、騒音レベルが周囲の環境

音や他の車両の影響を受けておらず S/N が十分に確

保されていると考えられる車両とした。また、交換用

マフラーを着用していると思われる車両などは、環境

基準の評価対象からも外れるため、今回の解析対象か

らも除外した。 

図 1 騒音測定の様子 
 

３．測定結果 
表 1 に各測定点における測定結果を示す。表におい

て黄色のセルは環境基準の超過した場所・時間を表わ

し、赤色のセルは、要請限度を超過する場所・時間を

表わす。測定終了点の結果、府中街道での夜間および

山手通りの昼間、国道 16 号の昼間において、環境基

準を超過し、山手通りの夜間、国道 16 号の夜間にお

いて、要請限度を超過する結果となった。 
次に、個々の車両から発せられる騒音について、解

析を行った結果について述べる。音響パワーレベルと

通過速度の導出を、各車種それぞれ 60 台程度につい

て行った。なお、今回測定を行った三箇所の間では、

得られた音響パワーレベルに場所による明確な差異

は見られなかったため、測定場所を区別せず結果を扱

った。得られた音響パワーレベルは、日本音響学会提

案のASJ RTN-Model(1)（以下、ASJ モデル）と比較

することを目的に、ASJ モデルにて与えられている以

下の式に倣って整理を行い、回帰式を作成した。 

騒音計

ビデオカメラ

 

 

ではないことに起因する, 認証試験モードの違いと

思われる.  
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Fig. 1 THC from exhaust pipe with JE05. 
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Fig. 2 HSL and DBL results. 

 
Table 2 Summary of questioner about travel 
distance in a year by the difference of car 
categories. 

Compact Mid size Small All category

Travel distance
(km/year)

7,836 8,288 6,413 7,512
 

 
図 2 には４台の試験車の蒸発ガス試験の結果を示

す. すべての車両について, HSL 結果と比較すると, 
DBL 結果が大きいことが確認された. また, テール

パイプエミッション同様, 車格の大きい B 車からの

排出が大きい結果となった. すべての車両の試験結

果は規制値と比較すると十分低い値であった.  
東京都内在住の乗用車ユーザーに対して乗用車の年

間走行距離に関するアンケートを行った. このアン

ケートでは, 小型乗用車で 53 件, 普通乗用車で 36
件, 軽乗用車で 29 件の回答を得た. その結果を表 2
に示す. また, 今回得られた結果において, 図1に示

したテールパイプエミッション加重平均値, 表２の

年間平均走行距離からもとめた各試験車の年間平均

走行距離, および図 2 に示した DBL 結果を用いて, 
各車両からの VOC 年間排出量の算出を行った. そ
の結果を図 3 に示す. これによると総排出量に占め

る蒸発ガスは 40~70%となり, 平均で 53%と非常に

大きな割合であることが確認された. 
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Fig. 3 Estimated VOC emissions from tested 
vehicles in a year (a) and ratio of evaporative 
emissions (b). 

結論 
ポスト新長期規制適合相当の 4 台のガソリン乗用車

を用いて, JC08モードでのテールパイプからのVOC排

出の評価, および蒸発ガス試験を実施した. 

その結果, JC08 モードにおけるテールパイプエミッ

ション, 蒸発ガス試験における DBL 結果, さらには東

京都内在住の乗用車ユーザーを対象に行った走行距離

に関するアンケート結果から, 自動車排出VOC総量に

占める蒸発ガスの割合は平均で 53%と, 大きな割合を

占めることが確認された. 現在大気環境基準達成率の

悪い, PM2.5, オキシダントに関して自動車影響を一層

低減する必要がある場合には, テールパイプエミッシ

ョンのみならず, 蒸発ガスを含めた包括的な対策を行

う必要があることが確認された 2).  
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⑧ マフラー性能等確認制度の導入効果について 
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１．はじめに 
マフラー性能等確認制度（以下、マフラー確認制度）

とは、交換用マフラー市場において、有効な騒音防止

性能を有するマフラーが適切に選別される環境を整

備すること等を目的とし、マフラーの性能が規制値以

下であることが確認されたマフラーに対して「性能等

確認済表示」を表示する制度のことである。 
当所ではこれまで、当該制度の策定に資する調査研

究を行い、制度施行後には、マフラー確認制度を通過

し市場に流通するマフラーが、試験時の性能を有した

ものであるか、抜取り調査を行ってきた。本稿では、

これまでに当所の取得したデータを制度施行の前後

において比較することにより、マフラー確認制度の導

入効果を探ることを目的とする。 
 

２．マフラー性能等確認制度概要 
使用過程車の騒音対策については、これまで、車検

場での検査や街頭での近接排気騒音試験による取締

りが行われてきた。しかし、車検時のみ適正なマフラ

ーへ交換したり、近接排気騒音は規制値以下にも関わ

らず走行中に大きな騒音を発したりする車両が存在

した。また、図 1 にあるマフラーのように、内部騒音

低減機構がビスで止められているだけであるため、容

易に取り外すことができるものが存在するなど、交換

マフラーに係る対策が不十分であった。 
マフラー確認制度は、交換用マフラーに加速走行騒

音を有効に防止することを義務付けるべく、平成 22
年 4 月より施行された。対象は、平成 22 年 4 月 1 日

以降に製造された車両が対象となり、乗車定員 11 人

以上または車両総重量が 3.5 トンを超える自動車、大

型特殊自動車、小型特殊自動車に備える消音器は対象

外となる。 
マフラー確認制度において実施する試験項目は、

TRIAS30 の別添 40 にある加速走行騒音試験のみと

なり、その規制値は、82dB（原動機付自転車におい

ては 79dB）となっている。図 2 に、加速走行騒音試

験の様子を示すが、試験は図のように TRIAS30 に対

応したテストコースでの試験を行うこととなる。な

お、加速走行騒音試験の結果が、新型自動車の型式審

査時の規制値を超えない場合、マフラー認証番号の末

尾に”S”の文字がつき、消音性能の高いマフラーで

あることを判別可能となっている。この認証番号は、

認証済みマフラーに取り付けられるプレートに刻字

されており、ユーザーが純正品並みに静かなマフラー

を選択可能な形となっている。また、騒音試験とは別

に、マフラーの構造を目視にて確認し、内部の騒音低

減機構を容易に除去できる機構ではないことを確認

ビス止めのみ

内部騒音低減機構

マフラー

図 1 騒音低減機構が容易に取外し可能な

マフラーの例 

 

 

CVbaLWA  log             (1) 
ここで、LWAは音響パワーレベル、V は速度、a は車

種毎に与えられる定数、bは速度依存性を表わす定数、

C は各種要因による補正項である。式（1）中の車種

依存定数 a を、ASJ モデルの値と本研究から得られる

値を比較し、双方のデータの差異の有無を検討した。

回帰式の作成方法としては、ASJ モデルと同様に、速

度依存項の定数 b を 30 とし、解析した各パワーレベ

ルを 50km/h に移行し、その時の音響パワーレベルの

パワー平均から、定数 a を決定した。補正項 C につ

いては 0 とした。解析結果の一例として、本研究にて

得られた、乗用車の個々の速度と音響パワーレベルの

関係を図 2 に示す。個々の車両の音響パワーレベルが

幅広い速度にわたり分布しているが、車種ごとにデー

タを取りまとめ、なおかつ交換用マフラー着用車等を

除外しているため、速度依存性を大きく外れるデータ

は存在しないことがわかる。また、同図中には、ASJ
モデルの回帰式と本解析から得られた回帰式を併記

しているが、定数 a の差は 1.3dB であり、両者に大き

な差はみられないことがわかる。他の車種についても

同様の操作を行い、定数 a を比較して表 2 に示す。こ

のASJ モデルの音響パワーレベルは、1998 年版の予

測モデルのために計測されたものである。そのため、

ほとんどの車両が現行規制よりも一段階前の規制値

（それぞれの車種において 2dB の差）に対応した車両

であると考えられるが、2008～2010 年にかけて得ら

れた今回の測定結果と比較して、ほとんど違いは認め

られないことが確認された。 
 なお、二輪車については、2008 年版のASJ モデル

から新たにパワーレベル式が追加されたため、過去の

データがなく、規制強化の効果を検討することはでき

なかった。 
 

４．おわりに 
規制の効果が明確に現れない理由として、試験法で

の評価方法と実際の街中での走行状態に乖離が生じ

ていることが挙げられる。現行の試験法では、アクセ

ルを全開にした状態に発せられる騒音の評価を行う

が、現在の車両では、排気量の小さな二輪車や大型車

などを除き、一般の街中を走行する際に、アクセルを

全開にすることはほとんどない。このような車両状態

の乖離のため、試験時のみ騒音が下がるような車両も

存在する(2)ことから、市街地の走行実態を踏まえた試

験法が臨まれる。国際的にも同様な認識のもと、市街

地での走行実態を踏まえた新たな加速走行騒音試験

法について、すでに試験法についての議論は終了し、

規制値について検討が行われているところである。国

内においても、環境省、国交省主導のもと、新たな試

験法の国内導入に向けて、検討作業が行われている所

である。この中で当所は、両省からの委託調査という

形で、検討に資するための調査・研究を行っている。

また、今後、本研究にて得られたデータをもとに、単

体騒音試験にて取得したデータから道路交通騒音を

予測可能なシミュレーションモデル構築の予定して

おり、新たな試験法の適切な規制値選定の一助となる

と考えられる。 
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ASJモデル回帰式（'08～'10データ）

LWA=30logV+47.7

解析結果回帰式（～'98データ）

LWA=30logV+46.4

図 2 車両単体の音響パワーレベル（乗用車） 

昼間（6～22時） 67dB 73dB 74dB 70dB 75dB
夜間（22～6時） 66dB 72dB 73dB 65dB 70dB

全体 67dB 73dB 74dB

府中街道 山手通り 国道16号 環境基準 要請限度

表 1 騒音測定結果 

表 2 車種依存定数の比較 

解析結果 ASJ RTN-Model
大型車 54.9 54.4
中型車 51.6 51.5

小型貨物車 45.9 47.6
乗用車 47.7 46.4

車種
車種依存定数：a


